
教育指導課 

港区立教育センター条例の一部を改正する条例について 

港区立教育センターの位置を変更するとともに、事業を拡充するため、港区立教育

センター条例の一部を改正します。 

１ 改正内容 

現在整備中の新教育センターの竣工（令和２年２月末）に伴い、港区立教育セン

ター条例第２条第２号の教育センターの位置を「東京都港区白金三丁目１８番２号」

から「東京都港区虎ノ門三丁目６番９号」に改めます。また、教育センターの事業

を拡充するため、第１条（設置）及び第３条（事業）の一部を改めます。

２ 設置目的 

  学校教育の充実及び振興を図るとともに、幼児、児童、生徒等の健全な育成を支

援するため、港区立教育センターを設置する。 

３ 教育センターで実施する事業 

（１）教育に係る調査及び研究に関すること。

（２）学校の経営支援に関すること。

（３）教育職員の研修に関すること。

（４）教育相談及び教育支援に関すること。

（５）科学教育に関すること。

（６）教育に必要な資料の収集及び展示に関すること。

 （７）その他必要な事業 

４ 施行期日 

教育委員会規則で定める日（令和２年４月１日予定）

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和２年 ２月末 新教育センター複合施設整備工事竣工 

 ３月下旬 教育センター引っ越し 

 ４月１日 新教育センター開設 
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別 紙 

４ 教育相談及び教育支援に関する

こと。 

↓

・教育相談及び特別支援教育に係る

相談の実施

・適応指導教室（つばさ教室）の運営

１ 教育に係る調査及び研究に関す

ること。 

２ 学校の経営支援に関すること。 

３ 教育職員の研修に関すること。 

６ 教育に必要な資料の収集及び展

示に関すること。 

↓

・教育に関する調査、研究

・学校の指導及び支援

・教育職員の研修の企画、運営

・教育関連資料の収集及び展示

５ 科学教育に関すること。 

↓ 

・学校の理科授業の支援 

・港区立みなと科学館との連絡及び 

調整 

※ 港区立みなと科学館条例制定 ※ 下線は、新教育センターで新たに実施するもの。 
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昭
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。
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、
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と
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り
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。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

位
置

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
六
番
九
号

二

位
置

東
京
都
港
区
白
金
三
丁
目
十
八
番
二
号

（
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業
）

（
事
業
）

第
三
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に
係
る
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査
及
び
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究
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す
る
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と
。

一

教
育
に
つ
い
て
の
研
究
、
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

学
校
の
経
営
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

三

教
育
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

四

教
育
相
談
及
び
教
育
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

二

教
育
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

三

（
略
）

六

教
育
に
必
要
な
資
料
の
収
集
及
び
展
示
に
関
す
る
こ
と
。

四

教
育
に
必
要
な
資
料
の
収
集
、
展
示
に
関
す
る
こ
と
。
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略
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略
）

（
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略
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付

則

こ
の
条
例
は
、
港
区
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


